
「地域医療ビジョン策定で
　  進む機能分化と新たな提供体制」
～非営利新型法人（地域医療連携推進法人）創設で
　　　　　　　　       病院経営はどのように変わるのか～

新
型
法
人
の
改
革
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は

医
療
法
人
で
は
な
く
国
公
立
病
院
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■
日
本
の
医
療
制
度
の
特
徴
を
表

わ
す
表
現
と
し
て
「
世
界
に
冠
た

る
国
民
皆
保
険
」
が
決
ま
っ
て
用

い
ら
れ
ま
す
が
、
松
山
先
生
は
異

論
を
提
示
し
ま
し
た
。
根
拠
は
何

で
し
ょ
う
か
。

松
山　

日
本
の
医
療
制
度
を
模
倣

し
た
い
と
考
え
て
い
る
国
は
な

く
、「
世
界
に
冠
た
る
国
民
皆
保

険
」
は
日
本
の
医
療
界
の
勘
違
い

だ
と
思
い
ま
す
。

　

第
一
に
、
米
国
を
除
く
先
進
諸

国
は
医
療
の
皆
保
障
を
様
々
な
方

法
で
実
現
し
て
お
り
、
皆
保
障
を

公
的
保
険
で
実
現
し
た
日
本
の
制

度
が
一
番
と
い
う
理
由
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

第
二
に
、
日
本
の
医
療
費
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
２
０
１
２
年

に
10
・
３
％
と
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
の

９
・
３
％
を
大
き
く
上
回
り
ま
し

た
。
先
進
諸
国
の
中
で
日
本
の
医

療
介
護
費
が
割
安
で
あ
る
と
い
う

根
拠
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
す
。

　

第
三
に
、
日
本
で
は
保
険
者
に

対
す
る
補
助
金
の
公
費
財
源
が
赤

字
国
債
で
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。
つ
ま
り
国
民
皆
保
険
は
持
続

不
可
能
な
制
度
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。

■
日
本
の
医
療
機
関
の
問
題
点
と

し
て
国
公
立
病
院
の
経
営
能
力
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
ね
。

松
山　

地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く
公
立
病
院
に
支
出
さ
れ
た

補
助
金
合
計
額
は
２
０
０
９

年
度
に
９
１
６
病
院
に
対
し

て
７
９
１
６
億
円
、
13
年
度

に
は
８
３
９
病
院
に
対
し
て

７
８
４
３
億
円
に
達
し
ま
し

た
。
国
立
大
学
附
属
病
院
全
体
で

２
０
１
４
年
度
に
赤
字
転
落
、
大

学
が
附
属
病
院
を
持
つ
こ
と
が
困

難
な
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

６
月
中
に
文
部
科
学
省
が
附
属
病

院
を
大
学
か
ら
分
離
す
る
こ
と
を

認
め
る
規
制
改
革
を
発
表
す
る
見

通
し
で
す
。

■
国
立
病
院
と
社
会
医
療
法
人
が

経
営
統
合
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
地
域
医
療
連
携
推
進
法

人
制
度
の
活
用
が
有
効
に
な
り
ま

す
が
、
こ
の
制
度
の
使
命
は
何
だ

と
考
え
て
い
ま
す
か
。

松
山　

厚
生
労
働
省
の
検
討
会
で

も
委
員
か
ら
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
新
型
法
人
事
業
モ
デ
ル
の
類

似
事
業
体
は
す
で
に
多
数
存
在
し

て
お
り
、
医
療
法
人
を
核
に
し
た

新
型
法
人
は
医
療
提
供
体
制
の
構

造
改
革
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
国
公
立
病
院
、
大
学
附

属
病
院
の
地
域
統
合
の
た
め
に
新

型
法
人
を
使
え
ば
、
医
療
分
野
の

生
産
性
向
上
に
な
り
ま
す
。　

　

そ
の
目
標
は
、
全
国
各
地
、
人

口
50
万
人
～
１
０
０
万
人
単
位
の

地
域
に
世
界
標
準
の
医
療
事
業
体

を
創
る
こ
と
で
す
。

　

世
界
標
準
の
医
療
事
業
体
と

は
、
地
域
住
民
か
ら
「
自
分
た

ち
が
受
け
て
い
る
医
療
介
護
福
祉

サ
ー
ビ
ス
は
世
界
的
に
見
て
も
ベ

ス
ト
で
あ
る
」
と
つ
ね
に
評
価
さ

れ
る
仕
組
み
で
す
。
こ
れ
以
外
の

「
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
に
法
人
格
の
な
い
国
公
立
病
院
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
し
た
意
味
は
大
き
い
」。
そ
う
主

張
す
る
松
山
幸
弘
氏
に
、
日
本
の
医
療
制
度
の
実
像
を
踏
ま
え
た
上
で
新
型
法
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
聞
い
た
。

「
世
界
に
冠
た
る
国
民
皆
保
険
」

は
日
本
の
医
療
界
の
勘
違
い
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医
療
法
人
、
開
業
医
が
患
者
情
報

共
有
を
ベ
ー
ス
に
機
能
分
担
す
る

の
で
す
。
海
外
患
者
獲
得
は
改
革

の
目
標
と
し
て
不
要
で
す
。

■
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
制
度

の
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
し
ょ
う
か
。

松
山　

こ
の
制
度
の
論
点
と
し
て

次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
①

新
型
法
人
の
経
営
形
態
と
さ
れ
る

一
般
社
団
法
人
に
は
所
轄
庁
が
な

く
医
療
法
人
よ
り
も
経
営
の
自
由

度
が
大
き
い
②
持
分
あ
り
医
療
法

人
を
非
営
利
法
人
と
規
定
し
た
法

律
は
な
い
③
参
加
法
人
の
経
営
独

立
性
を
侵
害
す
る
統
括
方
法
は
非

現
実
的
で
あ
る
④
医
療
機
関
過
密

地
域
で
は
地
域
医
療
連
携
推
進
法

人
は
競
争
激
化
を
招
く
⑤
病
床
過

剰
地
域
で
は
病
床
融
通
特
例
措
置

の
効
果
は
な
い
、
な
ど
で
す
。

■
す
で
に
岡
山
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル

セ
ン
タ
ー
構
想
を
中
心
と
し
た
新

型
法
人
の
構
想
が
進
ん
で
い
ま

す
。
評
価
は
い
か
が
で
す
か
。

松
山　

岡
山
大
学
が
目
標
に
し
て

い
る
の
は
、
米
国
の
ピ
ッ
ツ
バ
ー

グ
周
辺
に
形
成
さ
れ
て
い
る
医
療

産
業
集
積
の
中
核
事
業
体
で
あ
る

ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
医
療
セ
ン

タ
ー
（
略
称
Ｕ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
）
で
す
。

こ
れ
は
、
１
９
８
６
年
に
大
学
附

属
病
院
を
分
離
し
別
法
人
に
し
た

後
、
経
営
戦
略
が
当
た
り
続
け
て

世
界
屈
指
の
非
営
利
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
型
医
療
事
業
体
に
な
っ
た
も

の
で
す
。
２
０
１
４
年
６
月
期
の

収
入
が
約
１
兆
４
０
０
０
億
円
、

病
院
数
は
21
で
、
約
５
０
０
の
サ

テ
ラ
イ
ト
施
設
を
運
営
し
て
い
ま

す
。

　

日
本
が
Ｕ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
を
目
指
す
に

は
①
急
性
期
病
院
の
ダ
ウ
ン
サ
イ

ジ
ン
グ
と
サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
の
多

数
配
置
②
学
閥
を
否
定
し
異
文
化

の
多
様
な
人
材
が
切
磋
琢

磨
す
る
組
織
カ
ル
チ
ャ
ー

③
大
学
の
利
益
で
な
く
地

域
全
体
の
利
益
を
判
断
基

準
に
す
る
④
患
者
情
報
共

有
に
同
意
す
る
医
療
機
関

は
全
て
参
加
可
能
と
す
る

オ
ー
プ
ン
方
式
、
な
ど
が

条
件
と
な
り
ま
す
。
そ
の

事
業
規
模
拡
大
が
大
学
の

ブ
ラ
ン
ド
向
上
に
直
結
し

ま
す
。

■
想
定
で
き
る
法
人
連
携

の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
い
た

だ
け
ま
す
か
。

松
山　

例
え
ば
社
会
医

療
法
人
が
国
立
病
院
と
合

併
で
新
病
院
を
建
設
す
る

ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

連
携
の
選
択
肢
は
３
つ

り
ま
す
。
第
１
に
、
新
病

院
を
独
立
し
た
法
人
格
を

持
つ
社
会
医
療
法
人
ま
た

は
一
般
財
団
法
人
と
し
、
既
存
の

社
会
医
療
法
人
と
国
立
病
院
機
構

の
連
結
対
象
非
営
利
子
会
社
と

す
る
方
法
で
す
。
第
２
に
、
新
病

院
を
一
般
財
団
法
人
と
し
て
設
立

し
、
そ
の
理
事
会
メ
ン
バ
ー
構
成

を
社
会
医
療
法
人
と
国
立
病
院
機

構
が
２
分
の
１
ず
つ
持
つ
方
法
で

す
。
新
病
院
に
親
会
社
機
能
を
付

与
し
て
、
社
会
医
療
法
人
が
持
つ

分
院
や
老
健
施
設
な
ど
を
ガ
バ
ナ

ン
ス
さ
せ
ま
す
。

　

第
３
の
方
法
は
、
新
病
院
を
社

会
医
療
法
人
の
直
営
病
院
と
し
た

上
で
、
社
会
医
療
法
人
の
理
事
会

メ
ン
バ
ー
の
２
分
の
１
の
指
名
権

を
国
立
病
院
機
構
に
与
え
る
こ
と

で
す
。

■
新
法
人
の
法
人
格
を
一
般
社
団

法
人
と
し
な
い
理
由
は
何
で
し
ょ

う
か
。

松
山　

成
功
し
た
新
型
法
人
に
は

追
加
参
加
し
た
い
事
業
体
が
た
く

さ
ん
現
れ
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

そ
の
際
、
一
般
財
団
法
人
で
あ
れ

ば
追
加
参
加
事
業
体
の
経
営
者
全

員
を
評
議
員
と
し
た
上
で
、
理
事

会
メ
ン
バ
ー
を
少
数
精
鋭
に
維
持

で
き
る
か
ら
で
す
。

急
性
期
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
と

サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
の
多
数
配
置
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